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監査意見 

私は、 以下に掲げら れている 埼玉県住宅供給公社の令和５ 年４ 月１ 日から 令和６ 年３ 月

３ １ 日ま での令和５ 年度の財務諸表､すなわち､貸借対照表、 損益計算書、 剰余金計算書、

キャ ッ シュ ・ フ ロ ー計算書、 注記事項( 重要な会計方針、 補足情報) 、 附属明細表、 財産目

録（ 「 区分」 及び「 金額」 の欄に限る ｡） 、 について監査を行った。  

私は、 上記の財務諸表が、 地方住宅供給公社会計基準に準拠し て、 埼玉県住宅供給公社

の当該財務諸表に係る 期間の財産、 損益及びキャ ッ シュ ・ フロ ーの状況を 、 全ての重要な

点において適正に表示し ている も のと 認める 。  

 

監査意見の根拠 

私は、我が国において一般に公正妥当と 認めら れる 監査の基準に準拠し て監査を行った。

監査の基準における 私の責任は、 「 財務諸表の監査における 監査人の責任」 に記載さ れて

いる 。 私は、 我が国における 職業倫理に関する 規定に従って、 法人から 独立し ており 、 ま

た、 監査人と し てのその他の倫理上の責任を果たし ている 。 私は、 意見表明の基礎と なる

十分かつ適切な監査証拠を入手し たと 判断し ている 。  

 

財務諸表に対する 理事者及び監事の責任 

理事者の責任は、 地方住宅供給公社会計基準に準拠し て財務諸表を作成し 適正に表示す

る こ と にある 。 こ れには、 不正又は誤謬によ る 重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し 適

正に表示する ために理事者が必要と 判断し た内部統制を整備及び運用する こ と が含ま れる 。 

財務諸表を作成する に当たり 、 理事者は、 継続事業の前提に基づき 財務諸表を作成する

こ と が適切である かど う かを評価し 、 地方住宅供給公社会計基準に基づいて継続事業に関

する 事項を開示する 必要がある 場合には当該事項を開示する 責任がある 。  

監事の責任は、 財務報告プロ セス の整備及び運用における 理事の職務の執行を監視する

こ と にある 。  

 

財務諸表の監査における 監査人の責任 

監査人の責任は、 監査人が実施し た監査に基づいて、 全体と し ての財務諸表に不正又は
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誤謬によ る 重要な虚偽表示がないかど う かについて合理的な保証を得て、 監査報告書にお

いて独立の立場から 財務諸表に対する 意見を表明する こ と にある 。 虚偽表示は、 不正又は

誤謬によ り 発生する 可能性があり 、 個別に又は集計する と 、 財務諸表の利用者の意思決定

に影響を与える と 合理的に見込ま れる 場合に、 重要性がある と 判断さ れる 。  

監査人は、 我が国において一般に公正妥当と 認めら れる 監査の基準に従っ て、 監査の過

程を通じ て、職業的専門家と し ての判断を行い、職業的懐疑心を保持し て以下を実施する 。  

・  不正又は誤謬によ る 重要な虚偽表示リ ス ク を識別し 、 評価する 。 ま た、 重要な虚偽表示

リ ス ク  

対応し た監査手続を立案し 、実施する 。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ る 。

さ ら に、 意見表明の基礎と なる 十分かつ適切な監査証拠を入手する 。  

・  財務諸表の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する ためのも のではない

が、 監査人は、 リ ス ク 評価の実施に際し て、 状況に応じ た適切な監査手続を立案する た

めに、 監査に関連する 内部統制を検討する 。  

・  理事者が採用し た会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によ って行われた

会計上の見積り の合理性及び関連する 注記事項の妥当性を評価する 。  

・  理事者が継続事業を前提と し て財務諸表を作成する こ と が適切である かどう か、 ま た、

入手し た監査証拠に基づき 、継続事業の前提に重要な疑義を生じ さ せる よ う な事象又は

状況に関し て重要な不確実性が認めら れる かどう か結論付ける 。継続事業の前提に関す

る 重要な不確実性が認めら れる 場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起する こ と 、又は重要な不確実性に関する 財務諸表の注記事項が適切でない場合は、

財務諸表に対し て除外事項付意見を表明する こ と が求めら れている 。 監査人の結論は、

監査報告書日ま でに入手し た監査証拠に基づいている が、将来の事象や状況によ り 、公

社は継続事業と し て存続でき なく なる 可能性がある 。  

・  財務諸表の表示及び注記事項が、地方住宅供給公社会計基準に準拠し ている かど う かと

と も に、 関連する 注記事項を含めた財務諸表の表示、 構成及び内容、 並びに財務諸表が

基礎と なる 取引や会計事象を適正に表示し ている かど う かを評価する 。  

監査人は、 監事に対し て、 計画し た監査の範囲と その実施時期、 監査の実施過程で識別

し た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、 及び監査の基準で求めら れて

いる その他の事項について報告を行う 。  

 

利害関係 

公社と 私と の間には、 公認会計士法の規定によ り 記載すべき 利害関係はない。  

 

以  上  
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